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論文審査の結果の要旨 

【本論文の意義】  

個人の財産を害する行為を刑法により禁圧する必要があることは万国共通である。もっとも、そ

の方法は完全に共通しているわけではなく、周縁部分については広狭もある。背任罪は、まさにそ

の周縁部分に位置し、同罪が置かれているかどうかは国によって異なる。例えば、日本やドイツに

は一般的な背任罪処罰規定があるのに対し、アメリカなどでは、そのような規定はない。中国も一

般的な背任罪処罰規定を置いておらず、公的機関や上場会社などの特定の被害客体、金融機関の業

務などの特定の場面について、特別背任罪と評価できる規定があるのみである。趙氏の博士学位申

請論文「中国における一般的な背任罪の新設に向けて――財産損害要素の分析を通じて」は、その

ような中国の法状況について、中小企業や自然人の財産に対する刑法的保護が不十分ではないとし

て、一般的な背任罪処罰規定の可能性を探ろうとするものである。 

本論文は、そのための考察として、中国における背任罪処罰規定の沿革、および、現状について

詳細に分析する。中国においては、清の時代に日本法を参考にした一般的な背任罪処罰規定が設け

られたが、その後、ソビエト刑法の影響を受けた刑法に変わったことに伴い、背任罪処罰規定は設

けられないこととなった。また、「背信罪」（日本語では背任罪）と名付けられ、特別背任罪と呼

べる規定が刑法に設けられているものの、財産犯の章ではなく「社会主義市場経済秩序を破壊する

犯罪」の章に位置付けられ、実際に、支配的な見解によれば、保護法益も財産ではないとされてい

る。他方で、中国においては一般的な背任罪規定を導入すべきという議論が既に存在するが、上記

特別背任罪規定の存在に引きずられてか、現在では、一般的な背任罪についても、財産犯（のみ）

としてではなく、「信用」を侵害する社会的法益に対する罪として導入すべきという議論の展開に

なっている。 

 さらに、財産侵害罪である背任罪を新たに導入するためには、従来の財産犯体系との関係も重要

であり、本論文はその点についても検討を行っている。中国の財産犯においては、個別の刑罰法規

に「財産」や「損害」といった文言はなく、窃盗、強盗、詐欺、横領などは、全て「財物」を客体

としている。また、日本法のような、無体物を捉えるための「財産上の利益」という文言もない。

本論文は、そのような状況のもとで、中国の財産犯体系がどのように展開し、処罰範囲が画定され

てきたのかについて、中国の財産犯体系全般にわたる多角的な検討を加えている。 

 以上のような中国刑法の沿革、展開について、日本では本格的な紹介というものは存在せず、ま

ずこの点で、本論文には重要な意義が認められる。 

 また、本論文は、日本法との比較研究の手法を採用しており、背任罪の沿革や展開のほか、財産

犯の財産概念および損害概念について詳細な分析・検討を行っている。とりわけ、後者について

は、ドイツに由来する財産および損害概念が日本で受容された後、独自の発展を遂げたこと、その

結果として生じた現在の財産概念を巡る複雑な議論状況の整理などがなされており、近時ほとんど

見られなくなった、財産・損害概念に関する研究論文としての意義も有している。 

 



 

【本論文の構成と内容】本学位申請論文は、第一部「中国における一般的な背任罪について」と

第二部「中国の財産犯における財産損害概念の検討――日本法との比較の観点から」の二部構成と

なっている。 

第一部では、中国における背任犯罪を巡る沿革と現状が紹介された上で、日本法を参考に、一般

的な背任罪処罰規定を導入するにあたっての方針が検討されている。第一章「問題の所在」におい

ては、具体的な事例を通じて、中国における個人の財産の刑法的保護が十分ではないことが指摘さ

れている。第二章「中国の背任罪に関する法状況」においては、中国の背任罪に関する沿革を整理

した上で、現行刑法の二つの特別背任罪について紹介し、その保護法益に関する議論を取り上げ、

両罪が財産損害をその構成要素としながらも、財産犯とは理解されていないことを示す。第三章

「中国における一般的な背任罪の導入についての議論状況」においては、現行刑法のもとで行われ

ている一般的背任罪新設の議論を取り上げ、一般的な背任罪も社会的法益に対する罪（でもある）

という文脈のもとで「信用」概念の具体的意義が検討されていることを示す。第四章「財産犯とし

ての背任罪の法益、及び、本質論を巡る論争について」では、日本法における背任罪の歴史的背景

やその本質を巡る議論について分析がなされている。その上で、第五章「日本法からの示唆」にお

いては、背任罪は資本主義経済の発展に伴って生じた事象（他者による財産の管理）に対応するた

めの規定で、社会主義市場経済体制が深化した現在の中国は部分的に類似する状況にあること、日

本の議論状況に鑑みれば、「信用」のみに着目した一般的背任罪では処罰範囲の画定として十分で

はなく、財産犯としての一般的な背任罪を設けるべきであることを主張する。 

第二部では、財産犯としての背任罪を中国刑法に導入するにあたって、財産とその損害の要素に

着目し、日中の財産犯体系において、それらの要素の内実がどのようになっているかが検討されて

いる。第六章「背任罪が有する財産犯的性格について」においては、日本の背任罪の結果要件であ

る「財産上の損害」についての沿革が整理され、第七章「財産的性格の分析」では、背任罪が分類

される「全体財産に対する罪」と窃盗、詐欺、横領などが属する「個別財産に対する罪」の異同、

および、それと法律的財産概念・経済的財産概念といった「財産」概念との関係について検討され

ている。個別財産に対する罪と全体財産に対する罪は、犯罪行為の際に対価が提供された場合に異

なる帰結をもたらし、このことは、ドイツ刑法に由来する法律的財産概念と経済的財産概念にそれ

ぞれ対応していた。もっとも、詐欺罪において、対価提供問題は個別財産に対する罪・全体財産に

対する罪の対置から離れ、また、法律的財産概念・経済的財産概念もその対置と分かたれ、それぞ

れ複数の観点について異なる文脈で使用されることになっているとの現状を明らかにしている。第

八章「中国財産犯との繋がり」においては、中国の財産犯体系が概観されると共に、財産損害要件

に関する沿革が示される。そして、第九章「中国における財産損害要素」においては、刑法総則に

ある「財産」の定義規定が財産犯においては従来あまり意味をもたなかったことが示された後で、

財産犯体系全体を見渡して、「財産」および「損害」に関する議論が紹介・検討される。具体的に

は、窃盗、詐欺、横領などの客体である「財物」概念について無体物である利益を含むかという議

論、無体物を含む場合の「占有」の意義に関する議論、主観的要件である「非法占有目的」の意義

に関する議論、中国の財産犯における二つの保護法益論（占有説と本権説の対立、法律的財産説・

経済的財産説・法律的経済的財産説の間の対立）、背任罪と成立範囲が競合することの多い横領罪

に関する議論などである。また、損害に関する議論が、中国刑法における定量的要素である「数額」

要件を巡っておこなわれていることも指摘されている。その上で、第十章「日中財産損害理論の比

較から得られた示唆」においては、日本法における背任罪、および、財産損害に関する議論と中国

の現状とを比較した上で、背任罪を財産侵害罪として中国の財産犯体系に導入する際に生じ得る問

題点を指摘し、その解決策について検討が行われている。 

 

【本論文に対する評価】  

本学位申請論文は、中国刑法における背任罪を検討対象としているが、それにはとどまらず、中

国の財産犯体系全体に関わる「財産」「財物」概念などの沿革を丹念に検討し、また、現在の財産

犯体系における様々な重要論点を詳細に取り上げ、その相互の関係性について明らかにするもの

で、中国の財産犯全体について研究した論文であるといえる。また、冒頭の【本論文の意義】で

も紹介したように、日本法において、現在あまり議論されることのなくなった法律的財産概念



 

・経済的財産概念について、個別財産に対する罪・全体財産に対する罪との関係で、現在の財

産犯の議論状況を前提としたその意義を整理・検討しているという点も評価されるべき点であ

る。 
一方で、広範で多角的な検討が行われている中国の財産犯と比べると、日本法については財産損

害以外の検討は比較的簡素であり、いわゆる財産犯の保護法益論などについては詳細な検討がある

とはいい難い。また、中国法に関しても、対価提供の問題（詐欺罪における財産的損害の議論）、

横領罪の処罰範囲の限界など、背任罪の導入にあたっては、なお議論すべき点が多く残されている

（この点は、申請者自身も自覚している））。 
しかしながら、以上の点は今後改善が見込まれる、あるいは、さらなる研究の発展が期待できる

ものと言える。本論文は将来の研究活動の出発点としては十分な内容を含んでおり、今後、日中の

財産犯の研究に貢献していくことが期待される。 

以上の理由により、本論文は、課程博士に相応しい内容を備えており、よって、申請者である趙

飛倩氏に博士の学位を授与することができるものと審査員は全員一致で判断する。 

 


